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本庄駅北口周辺まちなか再生方針検討業務委託 
プロポーザル実施要項 

１．趣旨 
この実施要項（以下「本要項」という。）は、本庄駅北口周辺まちなか再生方針検討業務を受注する事

業者のプロポーザルによる選考に関して、必要な事項を定めるものである。 
 

２．業務の概要 

（１）業務名称 

本庄駅北口周辺まちなか再生方針検討業務委託（以下「本業務」という。） 

（２）業務の目的 

市では、令和４年１月に策定した「本庄駅北口周辺整備基本計画」（以下、「基本計画」という。）に基
づき、本庄駅北口駅前街区の整備と周辺道路の整備を柱とし、本庄駅北口周辺のまちなか再生を目指し、
「基本計画」策定から３年にわたり、計画内容の具現化に向けた取組を進めてきた。加えて、北口周辺
のまちなかでは、官民問わず、様々な主体による取組が展開している状況にある今、エリア全体で一体
感のある空間形成を目指すために、同エリアを包括する将来像を具体化し、官民で共有することが急務
となっている。このため、各取組の進捗状況、まちなかの新たな動きや社会情勢の変化などを踏まえ、
市の喫緊の課題である「本庄駅北口周辺のまちなか再生」に向けた各取組を調査検証するとともに、ま
ちづくりの方向性を再度整理し、より明確な将来像を検討するものとする。そして、その結果を踏まえ、
エリア内の取組が相互に連携し、さらには新たな価値を生み出し続ける、戦略的なまちづくりを目指す
「本庄駅北口周辺まちなか再生方針」案（以下「再生方針」案という。）として取りまとめることを目的
とする。 

（３）業務内容 

別紙「本庄駅北口周辺まちなか再生方針検討業務委託仕様書」（以下「仕様書」という。）のとおり。 

（４）履行期間 

契約締結日から令和８年３月２７日（金）まで 
 

３．提案上限額 
提案上限額は金２４，６２３，０００円（消費税及び地方消費税の額を含む。）とする。 
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業務委託料は令和７年度、全業務完了後に支払うものとする。 
 

４．実施型式 
（１）契約方法 

公募型プロポーザル方式による随意契約 
 

（２）プロポーザル方式採用の理由 
   本業務は、計画に示す「まちに暮らし、まちを活かし、まちが息づく」の具現化には欠かせない

重要な業務であり、その適切な遂行には、既成市街地のまちづくりに携わった実績やまちづくりの
専門的知見のほか、本市の地域特性を踏まえた事業実現能力が必要とされるため、プロポーザル方
式を採用する。 

 

５．提案書特定（受注候補者決定）までの事務手順 
（１）選定委員会の設置 

受注候補者の決定にあたっては、本庄駅北口周辺まちなか再生方針検討業務委託プロポーザル選
定委員会（以下「選定委員会」という。）を設置する。 

選定委員会は、応募方法、募集期間、審査のための評価基準等を定め、企画提案書、本業務に対
する提案者の意欲や理解力等をより理解するためのプレゼンテーション等を行った上で、提案内容
を点数化して順位が最上位の者を本業務の受注候補者とし、随意契約の相手方に決定するものとす
る。なお、詳細は募集要項において定める。 

また、選定委員会の事務局は都市整備部市街地整備室に置く。 
 
（２）選定スケジュール 
   募集要項において定める。 
 
（３）手続開始の公告 
   本業務の公募型プロポーザル参加者の募集にあたっては、募集要項その他必要と認める事項を公

告するものとする。 
   また、当該公告は本庄市ホームページ及び本庄市都市整備部市街地整備室での閲覧によるものと

する。 
 

６．公募における応募条件等 
公募における応募条件、応募方法、募集期間、評価基準等は募集要項において定める。 

 

７．提案の公開・非公開 
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提出書類は、本庄市情報公開条例（平成１８年本庄市条例第２０号）の規定に基づく公開請求があっ 
た場合を除いて、原則として非公開とする。請求者に公開する場合を踏まえ、公開されることにより事
業者が不利益を被るおそれのある情報については、極力含まないように留意すること。 

 

８．提案に係る費用負担 
参加申込、企画提案書類の作成・提出、プレゼンテーション等への参加等に関する一切の費用は提案 

者の負担とする。 
 

９．提案書作成要領 
提案内容、提案書の書式、提出方法、提出部数、提出期限、記入上の注意、提案依頼についての質疑 

応答等については、募集要項において定める。 
 

１０．契約手続 
 受注候補者を決定した後の契約手続は、本庄市契約規則（平成１８年本庄市規則第４９号）による。 
 

１１．その他 
 この要項に定めるほか、本件プロポーザルに関して必要な事項がある場合には、選定委員会において 
定めるものとする。 
 

１２．書類等提出及び問合せ先 
本庄市都市整備部市街地整備室 市街地整備係 担当：福島・松橋・長原・高柳 
住 所：〒367-8501 埼玉県本庄市本庄三丁目 5 番 3 号 
電 話：0495-25-1138(直通) FAX：0495-24-0242 
E-Mail：sigaiti@city.honjo.lg.jp  
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